
 開催場所：北会津支所ピカリンホール

第１号様式 　　　　　　　　　　市民との意見交換会・報告書

 開催地区：北会津地区  開催日時：令和６年11月11日（月）18時30分～20時00分

 担当班　：第５班（出席議員）柾屋奈津子、奥脇康夫、内海基、吉田恵三、小倉孝太郎　（欠席議員）成田芳雄

意見交換会第５班 代表者　成田　芳雄

 参加人数：男性　４名、女性　０名、合計　４名

会場の雰囲気、次回に向けての反省点、申し送り事項など

１．意見交換の総括
　⑴　議会報告、市政全般についての総括
　　①　９月定例会議について
　　　　マイナンバーカードと健康保険証が一体化にすることについて、高齢者等に不安が広がっているという意見が出された。
　　②　市政全般（市のまちづくりに向けた課題）について
　　　　町内会に加入していない方への市政だより等の配布などの実態や、川南小学校のアスベストへの対応、子どもの森の斜面
      に“桜の木”が植えてあることに対する意見が出され、公園の除草等を町内会等に委託した場合の委託料の支払い先が個人
　　　になっていないか、といった質問が出された。

会津若松市議会議長　様

令和6年11月29日 会津若松市議会市民との意見交換会実施要領第２項第11号の規定により提出します。

　⑵　地区別テーマについての総括
　　①　地区別テーマ
　　　　地域防災について
　　②　テーマ設定の理由、背景
　　　　自主防災組織は、市内では500地区ほどある中で26地区（全体の約５%）あり、大戸地区は100％となっているようである
　　　が、北会津地区はまだ組織されていない。しかしながら近年各地で地震や水害が起こり、北会津地区は大川、宮川などもあ
　　　るので有事の時に備え、自主防災組織の設立の必要性を感じているためにテーマを設定した。
　　③　主な地域課題
　　　　北会津地区は、これまで大きな災害がなかったためか、危機意識が薄いと感じる認識が示された。
　　　　今後は、自主防災組織を結成に向けた取組を進めるとともに、消防団員がいない町内会における予防、消防の在り方につ
　　　いて考える必要がある。

予算決算委員会委員長 　大竹　俊哉

1



分類 番号 対応
　本日の意見交換会の参加者が少ない（４名）。
  以前は10から15人ほどいた。多くの方に参加して
もらえるように対策を検討してほしい。

　参加者はもちろん多いほうがよいと思うが、少な
い人数でも、内容の濃い話し合いができればよいと
思う。
　現在は、広報議会11月号（11月１日発行）を市政
だよりと同時に配布し、広報を行っている。また、
地区の区長にもチラシ配布するなど、案内をしてい
る。
　今回はテーマが「地域防災について」なので、交
通安全協会の方２名の他、消防団員の方にも声を掛
けた。今後は、若い方や様々な市民団体にも声掛け
を行っていきたい。皆さんからのお声掛けもお願い
したい。

● ①
意見
交換会

　理由があって町内会に入っていない方（世帯）も
いる。市の配布物は市の税金を使って作成されてい
るため、町内会から抜けた人にも市政だより等を配
布してほしい。

　町内会に加入していない方への市政だより等の対
応については、担当課に確認をして、後日報告書に
より報告する。 〇 ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後報告書
Ｐ９に記載）

地域社会

　マイナンバーカードと健康保険証が、一体化する
ことにより、従来の保険証は令和６年12月２日に廃
止され、新規発行・再発行が終了する。
　自力で申請に行けない高齢者等の対応はどのよう
に考えているのか。

　市からは、自力で申請できない方もいるので、マ
イナンバーカードを取得できていない方が一定程度
いるという認識が示され、市と市議会の中で課題と
なっている。
　今後、健康保険証も運転免許証もマイナンバー
カードと一体となる予定であり、マイナンバーカー
ドを取得していない方に対して資格確認書が交付さ
れ、保険証の代わりにするなどの対応となるようで
ある。
　市議会から市に対し、不公平感が生じないよう要
望している。
　また、会津若松市内の福祉施設等を利用されてい
る方には、『マイナンバーカード出張申請受付サー
ビス』を行っている。

〇 ① 国保

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況 ※項目

キーワード

○　議会報告(定例会など)、市政全般(市政・議会運営に関する意見交換)について
※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②ご意見として伺った事項
(含む情報提供) ③後日回答
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分類 番号 対応
市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

処理状況 ※項目
キーワード

○　議会報告(定例会など)、市政全般(市政・議会運営に関する意見交換)について
※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②ご意見として伺った事項
(含む情報提供) ③後日回答

　親が介護施設に入所しているが、マイナンバー
カードと健康保険証が一体化することにより、個人
情報が漏れないかと心配している。議会としてどの
ように考えているのか。

　マイナンバーカードの申請については、個人情報
保護の観点から強制されていないものの、デジタル
管理をすることによって、病院の高額医療や期限が
切れて10割負担になるようなことを回避したいなど
のねらいがある。
　国の基本的な考え方として、全国民のマイナン
バーカード取得を目指している。市においても市民
にマイナンバーカードを取得していただきたいと考
えているが、強制はしていない。マイナンバーカー
ドを作りたい方については、申請時に支援をしてい
る。
　今後は国の動向を踏まえながら、市議会としても
市と議論しながら、作る方へのより良い支援を探っ
ていきたいと考えている。

〇 ① 国保

　川南小学校のアスベストについて教えてほしい。 　担当課に確認して、後日報告書で報告する。

○ ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後報告書
Ｐ10に記載）

学校施設

　「子どもの森（小田山）」の斜面に桜の木が植え
てあるが、冬季間は、スキーやそりで遊ぶことがあ
るので、危険ではないか。

　担当課に確認して、後日報告書で報告する。

○ ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後報告書
Ｐ11に記載）

生涯学習

　公園の除草等を町内会等に委託した場合の委託料
の支払い先について、個人の口座に振り込まれてい
ないかを確認するなど、適切な対応が行われている
のか。

　担当課に確認して、後日報告書で報告する。

○ ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後報告書
Ｐ11に記載）

公園
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○　地区別テーマでの意見交換について

分類 番号 対応
　新しい情報だが、市危機管理課において、地域防
災計画見直しに向けた住民ワークショップを市内15
地区（１地区当たり２回程度）で開催する予定があ
る。
　地域づくり委員会、公民館、地域包括支援セン
ター、地区社会福祉協議会がある地区は、地区社会
福祉協議会を中心に開催すると聞いている。
　北会津地区は、地域づくり委員会を中心として、
このワークショップを開催したいと考えており、非
常にいい取組であると思う。
　自主防災組織は、会津若松では町内会が500地区
程度ある中で全体の５％に当たる26地区にあり、大
戸地区では100％組織されているが、北会津地区に
はまだ組織されていない。三本松地域でも作ろうと
しているが進んでいない。
　今年の７月に区長会の視察で、宮城県を訪問した
ところ、自主防災組織の設置は白石市は92％、仙台
市は97％という状況にあった。北会津地区は大きな
災害が今までなかったため、危機意識が薄いと感じ
る。
　しかし、近年各地で地震や水害が起こり、北会津
地区は大川、宮川などもあるので、有事の際に備
え、自主防災組織を作るべきであると思うが、この
取組を議会としてどのように奨励しているのか、考
えを聞かせてほしい。

　市においては、地域防災計画を策定し、ハザード
マップ等を作成しているが、自主防災組織関連の予
算として、１団体、１町内会当り、最大で10万円を
補助し、加えて、世帯割りで最大で５万円を補助す
る制度がある。危機管理課においては、出前講座等
も開催しながら、各地域で自主防災組織設立に向け
た支援に取り組んでいる。
　市議会においても、重要な取組であると考えてい
るので、制度周知等に努めている。
　ぜひ、北会津地区においても、設立してほしいと
考える。

〇 ①

　平日８時30分から17時15分以外の時間帯に、市北
会津支所に電話をかけると、本庁舎の警備室につな
がるが、有事の際の対応について教えてほしい。

　担当課に確認し、報告書で報告する。

〇 ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後報告書
Ｐ12に記載）

→地域防災について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答
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○　地区別テーマでの意見交換について

分類 番号 対応

→地域防災について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

　避難訓練が終わってから、避難場所に指定されて
いる施設に連絡したが、「訓練は終わった」として
取り合ってくれなかった。訓練であってもこのよう
なことがないようにしてほしい。

　ご意見として伺う。

○ ②

　過去の災害時に、阿賀川の堤防に亀裂が生じた
が、市は、認識しているのか。どのように認識して
いるのか。

　担当課に確認し、報告書で報告する。

〇 ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後報告書
Ｐ12に記載）

　避難場所が本年10月28日付で更新され、追加され
たことは大変良かった。しかし、荒舘小学校は182
名の収容人数で、真宮地区の住民の３分の１しか収
容できない。
　真宮コミュニティセンターも避難所として追加に
なったが、収容人数が少ないことから、新鶴方面の
丘の上に避難するしかないと思っている。有事の際
は、ＩＣＴを活用して、安全な避難ルートをスマホ
などで見れるように公表してほしい。

　荒舘小学校は、緊急避難場所として4,046名、指
定避難場所として182名の収容人数となっている。
　緊急避難場所から指定避難所に切り替わるタイミ
ングについては、災害の程度によるが、一旦は最大
で4,046人を収容できる。その後、自宅に帰れず小
学校で寝泊りをする場合は、指定避難所として182
名まで収容できる。
　危機管理課では、個人に合った「マイ・タイムラ
イン」、つまり、日頃から避難に関するさまざまな
知識を学び、万が一、自分が災害に遭った場合、ど
ういった行動を取ればよいのかを決めておいてほし
いと呼びかけている。
　また、緊急避難場所だけではなく、親戚関係や市
が提携を結んでいる、ドラッグストア等の駐車場に
車で避難して、そこでしばらく避難を続け、その後
の対応を考えるようなことが現実として想定され
る。

〇 ①
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○　地区別テーマでの意見交換について

分類 番号 対応

→地域防災について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

　本年１月に改訂された内水ハザードマップに、北
会津地区や河東地区の記載がないので、いわき市の
例を参考にして見直して追加してほしい。

　記載がない理由は、担当課に確認し、報告書で報
告する。

〇 ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後報告書
Ｐ13に記載）

　自治会に消防団員が不在となっている地域もあ
る。地域防災計画では、情報通信手段として、有事
の際に住民に対して消防団員が状況を伝えることに
なっている。
　しかし、現在その役割を担う人がいない状況なの
で、情報をホットラインで地区の代表に連絡してほ
しい。

　市では、防災ラジオ（屋外スピーカー）の設置を
予定している。

○ ①

　川南小学校は避難所となっているが、アスベスト
があることについて教えてほしい。

　担当課に確認し、報告書で報告する。

○ ③

担当課に確認
し、事後報告す
る（事後報告書
Ｐ13に記載）
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○　地区別テーマでの意見交換について

分類 番号 対応

→地域防災について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

　消防団員の再編・削減について、予算がないこと
や、定員割れを理由として、消防団員を削減してい
いのか。有事の際に対応できるのか。人員について
は慎重に検討すべきではないか。

　前回の報告書にもあるように、1,400人から1,200
人に減少した状況にある。予算の問題で減らしたと
いうよりは、担い手がいない、若い方に入っていた
だけないことを理由として再編されている現状にあ
る。消防団員の役割は、火災以外にも行方不明者の
捜索や、様々な災害、有事の際の対応など多岐に渡
るため、消防団員を減らすことについて、議会とし
ても、その有効性について市と何度も議論を重ねて
きたが、現状を踏まえると1,400人では難しい状況
にある。
　そのため、自主防災組織も含め、自分たちの地域
は自分たちで守るという意識を持っていただきた
い。
　今日は、防災や消防について有意義な意見交換で
きたのでよかった。

○ ①

　消防団に対する消防団員の勤務先等の企業の理解
も必要ではないか。

　その通りであると考える。
○ ②
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北会津地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．町内会未加入世帯への市
政だより等の配布について
（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　理由があって町内会に入っていない方（世帯）もいる。市の配布物
は市の税金を使って作成されているため、町内会から抜けた人にも市
政だより等を配布してほしい。

【事後処理結果】11月19日　秘書広聴課広報広聴グループに確認。
　市政だより等の市の広報物は、できるだけ多くの市民の皆様に届い
てほしいと考えていることから、町内会への加入・未加入に関わら
ず、各町内会から申告された部数をお届けし、あわせて未加入世帯へ
の配布についても、協力をお願いしている。
　実際に未加入世帯へ配布していただいている町内会もある一方で、
未加入世帯に配布するかどうかは各町内会での判断となるので、まず
は、お住まいの地区の区長に相談していただきたい。
　また、市政だよりは市の公共施設等にも配置しているので必要に応
じて、そちらからの取得をお願いしたい。

市民との意見交換会・事後処理報告書
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北会津地区

件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

２．川南小学校のアスベスト
について（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
川南小学校のアスベストについて教えてほしい。

【事後処理結果】（11月18日　教育総務課に確認）
　使用箇所：屋内運動場 器具庫
○教員への周知不足
　学校において、吹き付けアスベストの使用箇所と囲い込みの状況を
確認するとともに、日常的な点検や、児童に対する安全対策を行うよ
う、これまでも校長・教頭に説明してきた経過にあるが、学校全体と
して状況を理解し適切な対応ができるよう、学校に対して改めて周知
徹底している。
○新入児童・保護者への周知
　過去には新入学児童説明会などで周知を行ったこともあったが、今
年度はＰＴＡ役員会で校長から一部の保護者に周知を行った。今後に
ついては、保護者に広く周知するため、年度当初のＰＴＡ総会などで
周知を行ってもらうよう依頼している。
　なお、保護者はもとより、体育館の利用者にもわかるよう、器具
庫の入口に周知文を掲示して周知している。

（11月18日　危機管理課に確認）
〇避難所にアスベストがあることについて
　普段は封じ込めをしているので安全は確認しており、もし地震や溢
水などで建物が崩壊するなどの安全面の確保ができない場合には、避
難所として開設しない方針で対応するとのこと。
　また、避難した後に余震等で建物の崩壊などが見受けられる場合に
は、速やかに他の避難所等に移動していただくよう対応する。

≪参考資料≫（写真あり）
器具庫入口周知文（令和４年８月25日
から掲示）
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北会津地区

件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

３．「子どもの森（小田
山）」の斜面に桜の木が植え
てある件について（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　「子どもの森（小田山）」の斜面に桜の木が植えてあるが、冬季間
はスキーやそりで遊ぶことができることになっているので、危険では
ないか。

【事後処理結果】
　11月29日　生涯学習総合センター（會津稽古堂）に確認。
　桜の木は、以前、市の許可を得て、「ＮＰＯ法人はるなか」が植
樹。スキーやそり遊びなどには支障のない（危険性はない）と考えて
いる。

４．公園の除草等を町内会等
に委託した場合の委託料の支
払い先について（Ｐ４）

【市民からの要望・質問】
　公園の除草等を町内会等に委託した場合の委託料の支払い先につい
て、適切な処理が行われているか。

【事後処理結果】11月13日　農林課に確認。
　農村公園維持管理の委託先の振込口座は、すべて公的団体名義に振
り込まれている。

【事後処理結果】11月14日　まちづくり整備課に確認。
　公園維持管理の委託先の振込口座は、すべて公的団体名義に振り込
まれている。
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北会津地区

件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

５．業務時間外の会津若松市
北会津支所の電話対応時間に
ついて（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　平日８時30分から17時15分以外の時間に会津若松市北会津支所
（0242-58-2211）に電話をかけると、本庁舎の警備室につながるが、
有事の際の対応について教えてほしい。

【事後処理結果】
　11月12日　会津若松市北会津支所のまちづくり推進課に確認。
　業務時間外となる午後５時15分以降は、支所代表電話（0242-58-
2211）に架電した場合、本庁警備員室に転送となる。本庁警備室から
北会津支所の緊急連絡網により担当職員に電話連絡をし、当該職員
が、内容に応じて対応することになる。

６．阿賀川堤防のひび割れに
ついて（Ｐ６）

【市民からの要望・質問】
　過去の災害時に、阿賀川の堤防に亀裂が生じたが、市は、どのよう
に認識しているのか。

【事後処理結果】11月13日　都市計画課に確認。
　今まで阿賀川については、国に対しその箇所の修繕等の要請したこ
とはなく、地元地区等から要望を受けたこともない。地区等から要望
をいただければ、国への要請活動を検討する。
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北会津地区

件名 処理（対応）内容 備考

市民との意見交換会・事後処理報告書

７．内水ハザードマップにつ
いて（Ｐ７）

【市民からの要望・質問】
　本年１月に改訂された内水ハザードマップに、北会津地区や河東地
区の記載がないので、いわき市の例を参考にして見直して追加してほ
しい。

【事後処理結果】11月13日　都市計画課に確認。
　内水ハザードマップは、短時間の集中豪雨（ゲリラ豪雨）により、
下水道雨水幹線や水路などで排水しきれない雨水があふれ浸水が発生
した場合などを想定し、浸水区域や浸水の深さなどの浸水情報と水害
発生のメカニズムや避難方法などの情報をまとめたものである。
　北会津地区・河東地区等においては、今後検討の余地はあるもの
の、現在雨水幹線や雨水幹線計画のない地区であるため、作成してい
ない。

８．避難所にアスベストがあ
ることについて（Ｐ８）

【市民からの要望・質問】
　川南小学校は避難所となっているが、アスベストがあることについ
て教えてほしい。

【事後処理結果】11月18日　危機管理課に確認。
　これまでに、封じ込めをしており安全性を確認している。仮に地震
や溢水などで建物が崩壊するなど、安全性が確保されない場合には、
市で避難所として開設しない方向で対応する。また、避難した後に余
震等で建物の崩壊などが見受けられる場合には、速やかに他の避難所
等に移動していただくように対応する。

会津若松市議会議長　様
令和6年11月29日

予算決算委員会委員長 大竹　俊哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意見交換会第５班 　代表者　成田　芳雄
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